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第 20 章 予防規程認可に関する基準 

 

 法第 14 条の２第 1 項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所の予防規程の認可の基準は、

次のとおりとする。 

１ 予防規程の作成単位 

  予防規程の作成義務を有する製造所等が同一事業所内に複数あり、災害が発生した場 

合に相互に関連がある場合は、事業所の実態に合わせ、事業所全体を予防規程の対象とし 

て、すべての施設を網羅した予防規程とするよう指導すること。 

２ 認可の基準 

  危規則第 60 条の２第１項で定める事項が施設の実態に応じて具体的に規定されてお

り、その内容が法第 10 条第３項の技術上の基準に適合すること。 

  なお、「予防規程作成上の留意事項について」（H13 消防危第 98 号）により作成するよ

う指導すること。 

３ 給油取扱所等における単独荷卸し 

  「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」（H30 消防危第 44 号）、「給

油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」に係る執務資料の送付について

（H30 消防危第 176 号）及び「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」（R5 消

防危第 327 号）により作成するよう指導すること。 

４ 風水害対策 

  「危険物施設の風水害対策ガイドライン」（総務省消防庁）及び「建築物における電気 

設備の浸水対策ガイドライン」（国土交通省、経済産業省）により作成するよう指導する 

こと。 

５ 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に設置する可搬式制御機器 

  「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における可搬式の制御機器の使用に係る運用 

について」（R2 消防危第 87 号）により作成すること。 

６ 給油取扱所における屋外での物品の販売等の業務 

  「給油取扱所における屋外での物品の販売等の業務に係る運用について」（R2 消防危第 

88 号）により作成すること。 

７ 予防規程の軽微な変更の届出について 

 ⑴ 予防規程制定又は変更認可を受けたもののうち、次に該当するものは、連合規則様式 

  第 15 号に該当箇所の差し替え書類を添付し、届け出るものとする。  

ア 任務分担表 

イ 自衛消防隊組織法 

ウ 緊急連絡網 

エ その他氏名記載の書類等 

 ⑵ 従前の予防規程と整合性がとれない場合は、予防規程変更認可申請で起案処理する 

ものとする。 （R4.3.16 事務連絡） 


